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2022-1-28 第38回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会 

 

○小野課長補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまより第38回「厚生科学審議

会生活衛生適正化分科会」を開催いたします。 

 委員の皆様方におかれては、御多忙のところお集まりいただきまして誠にありがとうご

ざいます。 

 本日の会議は公開となっておりますが、あらかじめ事務局より傍聴希望をされた方を対

象に音声のみの傍聴という形で行っております。 

 また、傍聴される方につきましては、開催案内の際に御連絡している傍聴される皆様へ

のお願い事項の遵守をお願いいたします。 

 本検討会はオンライン併用ですので、一部の委員はオンラインでの参加となっておりま

す。音声による傍聴と委員のオンラインでの御参加もございますので、各委員におかれま

してはお名前を名乗ってから御発言いただきたいと思っております。なお、御自身の発言

がない場合はマイクを切っていただきたく思います。 

 さらにペーパーレス化の取組の一環といたしまして、会場での資料につきましては、委

員の前にありますタブレットを操作して御覧いただく形でお願いしたいと思います。操作

などで御不明な点がございましたら、適宜、事務局までお申しつけください。 

 会議に先立ちまして、大臣官房生活衛生・食品安全審議官の武井審議官から御挨拶を申

し上げます。 

○武井生活衛生・食品安全審議官 皆さん、おはようございます。今、御紹介いただきま

した武井といいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日お集まりいただいた先生の皆様、それから、オンラインで参加の委員の皆様、誠に

ありがとうございます。平素から生活衛生行政の推進につきまして御理解、御協力を賜り

まして誠にありがとうございます。 

 今般、新型コロナウイルス感染症ということで、どの機関も大変御尽力いただいており

まして、特に感染防止につきましては、業種別のガイドラインの策定、遵守、日常での感

染予防の実施など、多大な御尽力と御協力を賜っている点、この場を借りましてお礼を申

し上げたいと思います。 

 厚生労働省としましても、現在、この深刻な影響を受けている生活衛生関係営業者に対

して、専門家による経営相談、各種給付金等の活用支援のために、生活衛生関係営業の力

強い回復に向けた経営支援事業ですとか、業績回復のための事業費等を確保したところで

ございます。これらの取組を積極的に御活用いただきたいと考えております。 

 今回の分科会では、飲食店営業に係る振興指針改正に関する調査審議をお願いしており

ますが、この指針は、生活衛生関係営業の振興のために重要なものであると考えておりま

す。これに盛り込むべき内容、生活衛生業を取り巻く現状、今後取り組むべき課題や改善、

こうした方策について御議論いただきまして、委員の皆様から忌憚のない御意見を賜りま
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すようお願い申し上げます。 

 最後に、新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響により、生活衛生関係営業も大

変厳しい状況に置かれていることと存じますが、全国生活衛生同業組合中央会や組合連合

会、関係省庁、都道府県などとも連携を図りながら、今後も生活衛生行政の推進、支援に

努めてまいります。皆様の御指導、御協力をよろしくお願い申し上げ、私からの挨拶とさ

せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○小野課長補佐 続きまして、前回分科会以降、一部委員に改選がございましたので、新

たに御就任いただきました委員を紹介させていただきます。 

 まず、本年１月に厚生科学審議会委員の改選があり、生活衛生適正化分科会に委員とし

て御参画いただいておりました武井委員が退任されており、新たに芳賀委員が任命され、

芳賀委員は当分科会の分科会長に選任されております。 

 続きまして、新たに御就任いただきました委員について、五十音順で紹介させていただ

きます。 

 横浜市衛生研究所所長、大久保一郎委員。 

 全国すし商生活衛生同業組合連合会副会長、小形昭彦委員。 

 全国喫茶飲食生活衛生同業組合連合会専務理事、荻原奨委員。 

 日本労働組合総連合会経済・社会政策局長、片山銘人委員。 

 全国飲食業生活衛生同業組合連合会女性部副会長、黒坂彩子委員。 

 東京都料理生活衛生同業組合常務理事、小林綾子委員。 

 青山学院大学経営学部教授、土橋治子委員。 

 日本大学法学部教授、友岡史仁委員。 

 日本消費者協会消費者問題調査室調査員、橋場幸代委員。 

 全国中華料理生活衛生同業組合連合会副会長、日比野恒夫委員。 

 全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会専務理事、保志雄一委員。 

 三重県女性会連絡協議会健康づくり委員会委員長、松山比香里委員。 

 以上13名の方々が新たに生活衛生適正化分科会に御参加いただくこととなりますので、

報告いたします。 

 続きまして、本日の出席状況について報告させていただきます。 

 後藤委員、日比野委員、松島委員、若月委員から欠席の御連絡をいただいております。 

 委員総数24名中20名の委員の出席をいただいておりますので、厚生科学審議会令第７条

第１項の規定により、本日の会議が成立したことを報告します。 

 また、日本政策金融公庫国民生活事業部生活衛生融資部、鯨井佳則部長に参考人として

御出席をいただいております。 

 続きまして、厚生労働省の事務局を紹介させていただきます。 

 武井大臣官房生活衛生・食品安全審議官です。 

 成松医薬・生活衛生局生活衛生課長です。 
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 溝口医薬・生活衛生局生活衛生課長補佐です。 

 最後に同じく、医薬・生活衛生局生活衛生課課長補佐の小野でございます。本日はよろ

しくお願いいたします。 

 大変申し訳ございませんが、武井審議官は業務の都合上、こちらで退席させていただき

ます。 

○武井生活衛生・食品安全審議官 どうぞよろしくお願いいたします。失礼いたします。 

（武井生活衛生・食品安全審議官退室） 

○小野課長補佐 本分科会は頭撮り可としておりますが、撮影は冒頭の議事に入るまでと

させていただいております。本日は申込みがありませんでしたので、このまま進めたいと

思います。 

 この後の進行は、芳賀会長にお願いしたいと思います。 

○芳賀分科会長 おはようございます。 

 改めまして、このたび、分科会長を務めさせていただきます芳賀でございます。大変僭

越ではございますが、何とぞ御協力いただけますようよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速議事に入りたいと思いますが、まず、参考資料４の６ページ目ですけれ

ども、厚生科学審議会令第５条第５項において、分科会長に事故があるときは、当該分科

会に属する委員または臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務

を代理するとあります。これまで本分科会において分科会長代理を務めていただいており

ました遠藤先生におかれましては退任されていることから、今後の不測の事態に備えて、

分科会長代理を指名させていただければと思います。分科会長の指名ということでござい

ますので、大久保委員に分科会長代理をお願いしたいと思いますが、皆さん、いかがでし

ょうか。 

（首肯する委員あり） 

○芳賀分科会長 ありがとうございます。 

 それでは、大久保委員に分科会長代理をお願いしたいと思います。 

 それでは、本日の議事に入りたいと思います。 

 初めに、事務局より資料の確認をお願いします。 

○小野課長補佐 資料の確認をさせていただきます。 

 まず、議事次第、座席表、委員名簿がございます。 

 続きまして、資料１、生活衛生関係営業指針（飲食店営業）の改正方針についての整理。 

 資料２、厚生科学審議会令新旧対照表条文。 

 資料３、旅館業法の見直しに係る検討会の状況等について。 

 参考資料１、振興指針及び振興計画について。 

 参考資料２、振興指針改正時期の見直しについて。 

 参考資料３、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要。 

 参考資料４、関係法令。 
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 参考資料５、振興指針に係る諮問書及び付議書。 

 参考資料６－１から６－３までで現在のそれぞれの振興指針となっております。 

 過不足等ございましたら事務局にお申しつけください。 

 以上です。 

○芳賀分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、次第に沿って議事を進めたいと思います。 

 まず、議題（１）「飲食店営業関係等の振興指針の改正方針について」です。事務局よ

り資料１の御説明をお願いします。 

○小野課長補佐 事務局でございます。 

 それでは、事務局より資料１について説明させていただきます。 

 資料１の１ページ目を御覧ください。ページ数は資料右下に振っております。 

 まず、振興指針の改正時期についてでございますが、平成 30 年 10 月 31 日に開催されま

した第 30 回厚生科学審議会生活衛生適正化分科会において、販売業、飲食店営業など同業

種の改正が異なる年度で行われていたなど、これまでの指針改正の課題を踏まえ、2020 年

度以降の指針改正において、業種間の類似性を考慮し、効率的な審議が行えるよう改正ス

ケジュールの見直しについて審議が行われました。 

 その結果、飲食店関係の指針につきまして、2021 年度から 2022 年度にかけて審議する

新たなスケジュールについて了承がなされました。 

 それらを踏まえ、今年度及び来年度の２年間で飲食店関係の指針について審議をさせて

いただきたいと思います。 

 以降、便宜上、飲食店営業（一般飲食業、中華料理業、料理業及び社交業）及び喫茶店

営業の指針につきましては「飲食及び喫茶店指針」、また、飲食店営業（すし店）の振興

指針につきましては「すし店指針」、さらに、飲食店営業（めん類）の振興指針につきま

しては「めん類指針」とさせていただきます。また、これらを併せて「３つの指針」とい

うふうに便宜上呼ばせていただきます。 

 これらの３つの指針を同時に審議するに当たりまして、次の４つの点について検討が必

要であると考えております。 

 まず、【課題１】指針の体系について。 

 【課題２】指針の整合性について。 

 【課題３】飲食店の現状を踏まえた記載の追加について。 

 【課題４】最新情報等の追加についてでございます。 

 以降、順を追って説明申し上げます。２ページ目を御覧ください。 

 まず、【課題１】指針の体系についてでございます。振興指針については、昭和 54 年の

法改正、当時は環衛法ですが、こちらのほうが改正されて、厚生大臣による振興指針の策

定について規定がされました。これを踏まえ、昭和 57 年にすし店指針、昭和 59 年にめん

類指針、昭和 62 年に飲食及び喫茶店指針が告示されました。以降、現在に至るまで、３つ
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の指針による体系が維持されており、それぞれの指針の複数箇所において業界の特徴など

を反映した記載がなされております。 

 業界特有の記載に係る具体例として幾つか記載しております。 

 まず、第一の業界を取り巻く状況においてですが、すし店指針及びめん類指針において

は「伝統的飲食業種として」といった文言がございます。これは、飲食及び喫茶店指針に

は記載はございません。 

 また、第三の振興の目標に関する事項において、飲食及び喫茶店指針には「人的サービ

スの比重が高い産業として、生活者の日常生活に溶け込んで発展してきた」とありますが、

すし店指針及びめん類指針においてはこれらの記載がなく、第一の部分と同様に「伝統的

日本食文化の担い手として」といった文言がございます。 

 また、人材育成に係る記載として、すし店指針においては「職人の育成」となっており

ます。 

 ３ページに進みまして、まず、第三の振興の目標に係る記載といたしまして、すし店指

針に係る特徴的な記載について御紹介しております。 

 第四 振興に際し配慮すべき事項についてですが、こちらは「そば粉の割合が高い高品

質のそばの提供」といったように、めん類指針に特徴的な記載がなされているほか、すし

店指針においても「生鮮魚介類以外の食材を使用したメニューの提供」といった記載がな

されております。 

 これらのことを踏まえまして、赤の点線で囲っている箇所でございますが、飲食店関係

の指針については、これまでも業界の特徴を反映し、それぞれの指針として策定されてき

たことを踏まえまして、引き続き、現在の指針による体系を維持してはどうかと考えてお

ります。 

 続きまして、４ページでございます。 

 【課題２】といたしまして、指針の整合性についてでございます。 

 こちらの１つ目としまして、３つの指針における記載の整合性。 

 ２つ目としまして、３つの指針以外の振興指針に記載があり、３つの指針にも記載の検

討が必要な事項の取扱いについて検討が必要と考えております。 

 まず１つ目の、３つの指針における記載の整合性ですが、こちらはさらに２つの論点に

分かれております。 

 まず、（１）－Ｉで、いずれかの指針に記載がある事項についてどう考えるかでござい

ます。こちらはどういうことかというのが、まず、【パターン１】でございますが、すし

店指針及びめん類指針には記載があるが、飲食及び喫茶店指針には記載がないものといっ

たものがございます。 

 こちらは具体的には、第三 振興の目標に関する事項に記載がある事項でございますが、

食品衛生法の改正に伴い、HACCP に係る記載についてなされたものでございます。 
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 また、第五 営業の振興に際し、配慮すべき事項のうち、働き方・休み方改革に向けた

対応についての項目が、前回のすし店指針の改定において新設され、同様に前回のめん類

指針の改定において追加がされております。 

 【パターン２】といたしまして、【パターン１】と逆ですが、飲食及び喫茶店指針には

記載がありますが、すし店指針及びめん類指針には記載がないものもございます。 

 こちらは具体的には、第四 飲食店営業及び喫茶店営業の振興に際し配慮すべき事項に

おいて、インターネット等による注文、予約等の実施、中食を含む新たなサービスの開発・

展開といった記載がございます。 

 これらを踏まえまして、また赤の点線で囲っている箇所でございますが、３つの指針の

いずれかに記載がある事項については、原則的に別の指針に盛り込むこととするが、詳細

については本日の御議論を踏まえまして、次回の審議までに業界の意見というものを集約

させていただきまして、改正方針案を取りまとめてはどうかと考えております。 

 ５ページにお進みください。 

 こちらは、３つの指針における記載の整合性に係る２つ目の論点で、（１）－II で、指

針ごとの異なる表現についてどう考えるかという点でございます。 

 こちらの具体的な例としまして、第三の振興の目標に関する事項において、飲食店及び

喫茶店指針において「高齢者」と記載があるものが、めん類指針では「シニア」と表現さ

れているものがございます。 

 また、第四の振興の目標を達成するために必要な事項において、飲食店及び喫茶店指針

で簡潔に記載がされている事項において、すし店指針及びめん類指針において充実した記

載へと改定がなされているものなどがございます。 

 これらを踏まえまして、赤い点線で囲っている箇所でございますけれども、３つの指針

で表現が異なるものについては、原則的に直近の改正であるめん類指針に合わせつつ、本

日の御議論を踏まえて、次回の審議までに業界の意見というものを集約させていただきま

して、改定方針案を取りまとめてはどうかと考えております。 

 ６ページにお進みください。 

 【課題２】の指針の整合性に関する２つ目の論点で、３つの指針以外の振興指針に記載

があり、３つの指針にも記載の検討が必要な事項についてどう考えるかでございます。 

 こちらは具体的には、左上の一番上の青枠で囲ってある理容業の指針でございますが、

例えばでございますけれども、こちらには「外国人客に対応するための他言語音声アプリ

等の活用」といった文言がございます。 

 また、右側の一番上で、食肉、食鳥肉、氷雪の指針でございますが、こちらは昨年度の

改定において SDGs に関する記載が追加されております。 

 また、右側の一番下の食鳥肉の指針でございますが、「食品ロスの削減、食品廃棄物の

発生抑制」といった文言がございます。 
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 ほかにも黄色の枠で囲った文言については、現在、３つの指針には記載がないものでご

ざいます。 

 これらを踏まえまして、また赤い点線で囲っている箇所でございますが、これらの３つ

の指針以外に記載された事項について、反映可能なものは反映できるよう本日の議論を踏

まえまして、次回の審議までに業界の皆様方の御意見というものを集約して、改定方針案

を取りまとめてはいかがかと考えております。 

 ７ページにお進みください。 

 【課題３】飲食店の現状を踏まえた記載の追加についてでございます。 

 こちらは、今回、飲食店関係の指針改定には、新型コロナウイルス感染症の影響により

打撃を受けた飲食店の現状や、政府の支援策についてなど、最新の情報を反映する必要が

あるかと考えておりますが、一方で、新型コロナウイルス感染症の影響は状況が絶えず変

化していることから、振興指針を改正する時期により近い時点での状況について各業界の

皆様方の御意見を伺いたいと考えております。 

 そのために、次回の審議において、各業界からその時点での状況について聴取させてい

ただきまして、その内容を指針に反映していきたいと考えております。 

 また、【課題４】最新情報等の追加についてでございますが、これまでの振興指針の改

正においては、その時点で反映できる最新の情報などを記載しております。 

 例えば、昨年度に改正された「食肉販売業の振興指針」において、「第五 営業の振興

に際し配慮すべき事項」において「SDGs（持続可能な開発目標）」に関する記載が追加さ

れております。 

 そのため、今回、さらに次回の審議において指針へ記載すべき事項について御意見をい

ただき、指針への反映の可否について検討してはどうかと考えております。 

 最新情報の具体的な例としまして、例えばでございますが、令和４年４月に施行される

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に基づいた、プラスチック資源循

環の取組についての記載、あるいは令和５年 10 月から開始されるインボイス制度について

の検討状況などについて記載してはいかがかと考えております。 

 最後に８ページになりますが、今後のスケジュールでございます。 

 まず、今回、振興指針改正方針に係る課題について整理をさせていただき、今後のスケ

ジュールについて共有させていただきたいと思います。 

 今後のスケジュールについてでございますが、次回は令和４年秋頃の開催をめどとして、

業界の方々から現状についてのヒアリングというものを実施させていただきたく考えてお

ります。 

 また、令和４年冬頃でございますが、それまでの意見などを集約させていただきまして、

振興指針の改正案について審議させていただきたく考えております。 

 それらを踏まえまして、最終的に令和５年４月に振興指針の改正となるようなスケジュ

ールを考えております。 
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 事務局から資料１に係る説明は以上となります。 

○芳賀分科会長 ありがとうございました。 

 資料に基づきまして、論点は大きく分けると４つで、それぞれにつきまして各資料の一

番下、中ほどにもあったりするのですけれども、ピンクというか赤色の点線の囲みですね。

一応こうしてはどうかという案を御提示いただいております。こうした幾つかの論点につ

きまして御意見や御質問等をいただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

 とりわけ世界がこの２年で急に変わってしまったという状況の中ですので、隣接業界、

あるいは全く、今御紹介があったように異業種のところですよね。そういったところでど

んな振興指針を考えられているのかという情報を共有していくことがますます大事だなと

思っていますので、それぞれの業界で今お考えになっていること、あるいはどのような状

況に直面しているのかと、いろいろな御意見等いただければと思いますけれども、いかが

でしょうか。オンラインの先生方でももちろん結構ですので、挙手していただければと思

います。 

 オンラインの委員の先生、すみません、お名前がちょっと分からないのですけれども、

分かりますか。 

○片山委員 すみません、連合の片山と申しますが、よろしいでしょうか。 

○芳賀分科会長 お願いします。 

○片山委員 １つ目の課題ですけれども、指針の体系について、やはり３つの体系がずっ

と維持されているということですけれども、すし店とめん類、様々な飲食店の経営形態の

多様化が進んでいる中で３つに分ける合理性があまりないのではないかと思っておりまし

て、こうした見直しの機会に鑑みて体系を統一してはどうかと思っているところですので、

よろしくお願いします。 

○芳賀分科会長 ありがとうございます。 

 飲食ということで共通する部分がすごくありますが、恐らく土台として共有してこれは

お互いにいつでも共通でやっていこうという合意ができるところもありますし、その一方

で、食材の調達ですとか保管とか、あるいは調理、接客、あとは喫食の場面とかそういう

ことですかね。そっちにも結構多様性があるのかなと思うので、将来的にといいますか、

基本的な土台部分があってそこに何かいろいろなモジュールが乗っかるような形になって

いくと望ましいのかなと個人的には思っております。どうもありがとうございます。 

 この件に関しまして、ほかの委員の先生方、いかがでしょう。よろしゅうございますか。 

 ほかの論点についても何か御意見があればいただきたいのですけれども、いかがでしょ

うか。今回、飲食ということで、最初に審議官からも御案内があったように、今回のコロ

ナ禍でかなり大きな影響を受けている業界の方にお集まりいただいておりまして、業界だ

けではなくてむしろその中でいろいろな、サービスの多様化とか業態の多様化みたいなも

のも進んでいく中で、ますますこの衛生の問題というのは非常に大きくなってきて、新し

い課題なんかも出てきているのではないかと思います。 
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 土橋先生、ちょっと同僚なので振りやすいので振ってしまいますけれども、消費者行動

という観点でどうですか。この衛生の問題、飲食に関わる衛生の問題みたいなもので何か

変わったこととか、新しく出てきた課題みたいなもので何かお気づきのことはありますか。 

○土橋委員 消費者行動という観点ですか。 

○芳賀分科会長 はい。 

○土橋委員 衛生という意味で、今、コロナ禍でもあるということもあって、それぞれの、

例えば、飲食する場面、場所にいる時間をなるべく短くしたいという消費者のニーズとい

うのが非常に広がっていると感じております。ですので、なるべく短い時間で飲食ができ

て、かつ、コロナに対する対策みたいなものができているということが非常に消費者にと

っては安心感につながるということだと思っております。 

○芳賀分科会長 ありがとうございます。 

 まさに安心・安全に飲食サービスを利用できるような体制づくりですよね。それに資す

るような振興指針がつくれたらいいなということですよね。ありがとうございます。 

 ほかの委員の先生方から何か御意見等はございませんか。 

 友岡先生、お願いします。 

○友岡委員 日本大学の友岡です。今回から参画させていただきます。どうぞよろしくお

願いします。 

 法律家の立場からということで、１点だけ確認をしたいと思いました。というのは、本

件の指針に関してはもともと根拠法が、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関す

る法律ということで、これは何を狙いとするかといったら、ここに御参画の業界の皆様の

運営の適正かつ振興という、そういった観点があると思います。 

 そうすると、衛生の面というのももちろん大事だし、他方で振興という言葉も入ってい

るように、やはり業界的にどういうふうにこれを保護していくかという面もこの法律とし

ては目的としていると。 

 そういった観点からすると、どちらかというと私は、飲食という観点で１つで一元化す

るというよりは、きめ細かにこの業種的にどういう問題があるかということをここの指針

で捉えるというのが、逆にアピールの仕方としてあるのかなと。これは法律家の立場です

から、枠組みとしてどうするかというのは業界の関係者の皆様の御判断というところにな

るのですが、こういったこれまでの経緯からすると、そして、この法律の規定の趣旨から

すると、やはり業界ごとの特殊性ということをより明確化できるようなことが何なのかと

いうところを示されたほうがいいかと思いました。 

 取りあえず以上でございます。 

○芳賀分科会長 ありがとうございました。 

 ほかの委員の先生方、いかがでしょう。よろしゅうございますか。 

 それでは、今回、事務局からお示しいただいたようなスケジュールと方針で進めてまい

りたいと思います。これからそれぞれの業界の意見を集約していくという作業に入ってい
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くと思いますので、そこでまた皆さんからいろいろな情報をいただきまして、それを共有

していけたらと思っております。 

 それでは、これで議題（１）「飲食店営業関係等の振興指針の改正方針について」、分

科会了として進めさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（首肯する委員あり） 

○芳賀分科会長 ありがとうございます。 

 それでは、本日御議論いただきました事項などを踏まえて、事務局にて作業を進めてい

ただきたいと思います。 

 続きまして、報告事項に移りたいと思います。 

 報告事項（１）「厚生科学審議会令の改正について」及び報告事項（２）「旅館業法の

見直しに係る検討会の状況等について」、事務局より資料２及び資料３の説明をお願いし

ます。 

○小野課長補佐 それでは、事務局より資料２について説明させていただきます。 

 2021 年通常国会において成立したプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

が令和４年４月１日から施行されることに伴い、主務大臣がプラスチックを多量に提供す

る事業者に対して、排出抑制などの勧告、命令を行う仕組みが制度化されることとなりま

す。こういった命令に当たりまして、主務大臣は、関係審議会の意見を聴くこととされて

おり、このとき、厚生労働大臣が業所管大臣として意見を聴く審議会について、飲食業や

洗濯業などについて、生活衛生適正化分科会において意見を聴くこととされたため、厚生

科学審議会において必要な改正を行ったものでございます。 

 具体的に申し上げますと、厚生科学審議会令第５条における生活衛生適正化分科会の掌

握事務において、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規定により、審議

会の権限に属された事項を処理することといった文言が追加されたものでございます。 

 簡単ではございますが、資料２については以上となります。 

○芳賀分科会長 ありがとうございました。 

 今の御説明について御質問等はございませんでしょうか。よろしいですか。 

 それでは続きまして、資料３について御説明をお願いします。 

○溝口課長補佐 引き続き、事務局より説明させていただきます。 

 資料３をおめくりください。 

 ２枚ございまして、１枚目が「旅館業法の見直しに係る検討会について」、２枚目が縦

横になって申し訳ありませんが、「生活衛生関係営業に関し検討中の法改正事項」です。 

 まず、１枚目ですが、生活衛生関係営業業種は全部で 16 種類ございますが、そのうち、

旅館・ホテル業の法律として旅館業法というのを当課で所管しております。 

 この旅館業法のうち、「１．趣旨・目的」ですが、旅館業法の一部を改正する法律とい

うことで、３年前に法改正を行い、改正後３年をめどに検討するということとされている

こと。 
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 加えて、前回の法改正から大きな出来事としまして、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大がございます。新型コロナウイルス感染症の前には、旅館業に限らないのですが、事

業承継の問題もありまして、旅館業の事業承継の整備、また特に旅館・ホテル業の事業者

サイドから現場に即した柔軟な感染症対策が行えるよう必要な措置が要るのではないかと

の声もいただきまして、旅館業の見直しの検討会を設けて、そこで議論を現在、進めてい

るところです。 

 「２．構成員」ですが、旅館・ホテルの事業者の方々、観光関係の専門家の方、医師、

弁護士、行政関係者として保健所長など９名の構成員に参加いただいております。本日の

分科会にも参画いただいております櫻田先生にも御協力をいただいて進めているところで

ございます。 

 主な検討課題として３つございまして、１番目が、前回の旅館業法改正の評価をすると

いうことで、３年前は違法民泊がかなり大きな問題となっていて、その問題をどのように

して法的な網をかけていくか、行政の取締り権限を強化するという観点、あるいは旅館と

ホテルで共通する部分は項目を集約することが論点でもございまして、そこを踏まえて、

違法民泊対策を改正の柱としたものにしております。それが施行後３年経ってどのような

効果があったかについて検証するという点。 

 ２番目が、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、検討課題として直面したもの

としまして、新型コロナウイルス感染症発症疑いの患者、あるいは発熱という形で旅館・

ホテルに来られたところで、まだ症例定義などがない段階でお客様として来た時に、旅館

業法の第５条というのがございまして、旅館・ホテルサイドとしては宿泊拒否はできない、

ただ、病気の疑いの方が宿泊できてしまうというところのバランスが非常に取りづらいと

いうお声がかなり出まして、宿泊拒否制限の見直しをというところ。合わせて、現在、宿

泊者名簿に関して記載事項を法律で定めておりますが、そこで必要なものと必要でないも

のが現状に照らしてあるのではないかと。ここの大きな２点を論点として見直しを進めて

いるところです。 

 ３番目が、事業承継の手続の整備というところで、これは相続承継というのが今ござい

ますが、第三者承継と相続承継では手続上違いがあることから、旅館・ホテル業の事業承

継を進めるという点で第三者承継も相続承継と同じく簡素化した方がいいのではないかと、

政府の閣議決定や規制改革計画に記されており、それについても検討を進めております。 

 以上、大きく３つの論点がございます。そして、４のところの開催状況ですが、このよ

うな議題を中心に、第１回検討会を昨年８月からスタートし、この間、ホテルの事業者、

患者や障害者団体の方々からも広くヒアリングをさせていただきまして、これを挟んでこ

れまでに６回開催したところです。 

 続きまして、２枚目の縦紙が「生活衛生関係営業に関し検討中の法改正事項」でござい

ます。こうした旅館業法上の検討とも併せて、生活衛生関係営業に関する検討中の法改正

の事項としまして２点ございます。 
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 一つは、旅館業法改正の検討項目の一つでもあります事業承継に関する整備について、

新型コロナウイルス感染症の経営上の影響や、先ほども話しましたが、令和２年に規制改

革実施計画というのが閣議決定されており、事業承継の簡素化を進めるというところにな

りますが、それの対象となっているのが、旅館業種以外のところで、飲食店営業等の食品

衛生法の許可営業、これは 34 種類ございまして、生活衛生関係の中では一般飲食、あるい

はおすしやめん類などといったところ、それ以外にも、お菓子の製造販売、魚類加工や、

しょうゆ製造などの許可業種も入ってございます。 

 その他、生活衛生関係としまして、理容業、美容業、興行場営業、浴場、クリーニング、

食肉販売業なども同様の手続について簡素化に向けた整備を検討しているところでござい

ます。これは、第三者が事業承継をする場合に１回業を廃止してまた新規申請しないとい

けないのですけれども、もしこの整備ができた場合には、相続承継と同様にいろいろな手

続が簡略化される、審査期間が短くなるなどのメリットを狙ったものとなります。 

 また、２番目の旅館業の営業者が宿泊を拒むことができる事由の見直し等というところ

で、大きく分けて先ほどお話した２点でして、旅館業法第５条の宿泊拒否の制限の見直し

については、契約自由の原則、あるいは他業種や他制度と比してもこの部分は特別に厳し

いのではないかという観点から削除を求める声がある一方、仮に削除した場合、事業者に

よっては宿泊拒否の濫用が出るのではないかという声や懸念も示されていることから、旅

館業法第５条に関しては、検討会の場でもいろいろな意見をいただいているところです。

このような様々な意見を頂きつつも、まず第一に見直しが、宿泊者に対して不当な不利益

を被らせることがないようにするということ、一方、旅館・ホテルの現場で適切な感染症

対策が図られるような内容とするよう、均衡の取れた内容となるように現在、調整を進め

ているところでございます。 

 次に、旅館業法第６条の宿泊者名簿の見直しですが、検討会の中でも宿泊者名簿の記載

事項について、現在ではその必要性が低いとの意見があり、「職業」については削除する

こと、一方で感染症対策として記載が必要であるとの意見があることから「連絡先」につ

いては追加することで検討しているところでございます。 

 少し長くなりましたが、私からは以上です。 

○芳賀分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、今の御説明に対して、御意見、御質問はございませんでしょうか。よろしゅ

うございますね。ありがとうございました。 

 それでは、本日の議事は以上となりましたので閉会にしようと思いますが、そのほか、

事務局から何かございますでしょうか。 

○小野課長補佐 本日は資料につきまして御審議いただき、誠にありがとうございました。 

 本日いただきました御意見などを踏まえまして、指針の改正方針について引き続き調整

させていただきたいと思います。 

 また、追加でお気づきの点などがございましたら、事務局まで御連絡願います。 
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 なお、本日の議事録は、原稿ができ次第、各委員に送付、確認いただいた上で厚生労働

省ホームページに公表させていただきたいと考えておりますので、併せてよろしくお願い

いたします。 

 最後に、次回以降の開催につきましては、日程につきましてはまた追って御連絡させて

いただきます。 

○芳賀分科会長 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、第 38 回「厚生科学審議会生活衛生適正化分科会」を終了いたします。

本日はお忙しいところ御参集いただきまして、どうもありがとうございました。 


